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令和元年分 決算サポートが始まりました

下書き 2種類・確定申告のお知らせ ( 下図 ) をお持ちください。
下書きは会報 11 月号に同封、お知らせは税務署より送付されます。

やよいの青色申告 左記以外の会計ソフト
クラウドにデータ送信 ( ご不安
な方はお問い合わせください。)
又は PCをお持ちください。

相談は最新バージョン (20) に
限ります。

元帳と決算書をご自身で
印刷の上お持ちください。

令和元年分 所得税確定申告の下書き
（住所）

（氏名） （生年月日）大正・昭和・平成

所得の種類

事業所得

不動産所得

給与所得

雑所得
(その他）

雑所得
(公的年金）

収入金額 所得金額

合計

印

□青色 □白色 □A申告 本人が ( 障害者・特別障害者・特別寡婦・寡婦・寡夫）

納税者本人の個人番号（マイナンバー）

配偶者控除・配偶者特別控除

扶養控除

年　　　月　　　日

青色専従者

氏名 続柄 生年月日 給与の金額個人番号

明・大・昭・平

・　　・　　

明・大・昭・平

・　　・　　

氏名 続柄 生年月日 同居の有無 障害者控除個人番号

一般・特別

一般・特別

一般・特別

一般・特別同居・別居

同居・別居

同居・別居

同居・別居

明・大・昭・平

・　　・　　
明・大・昭・平

・　　・　　
明・大・昭・平

・　　・　　
明・大・昭・平

・　　・　　

氏名 続柄 生年月日 同居の有無 障害者控除個人番号

一般・特別同居・別居
明・大・昭・平

・　　・　　

配偶者の収入金額 配偶者の所得金額

令和元年　決算書の下書き

科　　目 金　　額 （円） 科　　目 金　　額 （円） 科　　目 金　　額 （円）

売上（収入）金額

売
上
原
価

経
費

経
費

繰
戻
額
等

繰
入
額
等

青色申告控除前の

所　得　金　額

青色申告特別控除

所得金額（㊸‐㊺）

①

②

③

④

⑤

⑥

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑦

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉝

㉜

㉓

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴

㊶

㊷

㊸

㊹

㊺

㊵

期首棚卸高

仕入金額

小計（②+③）

期末棚卸高

差引原価（④-⑤）

差引金額（①－⑥）

租税公課

荷造運賃

水道光熱費

旅費交通費

通信費

広告宣伝費

接待交際費

損害保険料

修繕費

消耗品費

減価償却費

福利厚生費

給料賃金

外注工賃

利子割引料

地代家賃

貸倒金

諸会費

車両関係費

雑費

経費合計（⑧+㉛）

差引金額（⑦-㉜）

貸倒引当金

計

計

専従者給与

貸倒引当金

月 売上（収入）金額 仕入金額

1

2

6

3

4

5

7

8

9

10

11

12

家事消費等

雑収入

計

事業所得用決算書

科　　目 金　　額 （円） 科　　目 金　　額 （円）

現金

当座預金

その他預金

受取手形

売掛金

棚卸資産

建物

建物付属設備

機械装置

車両運搬具

工具器具備品

土地

事業主貸

合計 合計

支払手形

買掛金

借入金

未払金

前受金

預り金

貸倒引当金

事業主借

元入金

青色申告特別控除前の所得金額

貸借対照表（65 万円特別控除の適用の方のみ年末残高を記入）月別売上（収入）金額及び仕入金額

地代家賃の内訳

支払先の住所・氏名 賃借物件 本年中の賃借料・権利金等

住所

氏名

住所

氏名

1

2

必要経費算入額

必要経費算入額

円

円

令和元年分

・事務局にて決算を行う方は下記の決算書へご記入の上、ご相談にお越しください。

・会計ソフト（ツカエル青色申告）の方はデータをお持ちください。
・本紙に記入されましたデータは、決算書等作成のみに使用いたします。

会員番号
氏名

決算相談の下書き

確定申告の下書き 決算相談の下書き

▶決算相談は予約の方が優先となります。予約のない方もお待ちになります
　が、ご相談できます。( 混雑状況により受付できない場合があります。)
▶土曜日の営業は午前中のみ、先着順となります。(3P の日程表をご確認く
　ださい。)
▶原則、消費税のご相談については 3 月 18 日 ( 水 ) ～ 3月 31 日 ( 火 )の間
　にご来局ください。
▶決算サポート期間 (1 月 22 日 ( 水 ) ～ 3 月 13 日 ( 金 ) は駐車場を貸し出し
　ておりません。公共交通機関をご利用ください。
▶上記サポート期間の駐輪場は左記案内図の箇所となります。
〇電子申告での提出を推進しております。期間中、東京税理士会江戸川北支
　部の税理士による代理送信を行っております。是非電子申告にてご提出く
　ださい。

確定申告のお知らせ
( ハガキまたは封書 )

ご相談期間：令和 2年 1月 22( 水 ) ～ 3月 13( 金 )  

ツカエル青色申告

 ※3 月 16( 月 ) は提出のみとなります。

また、会計ソフトをご利用中の方は、お使いの種類によってデータの持参方法が異なります。

駐輪場案内図

公園

高架橋・駐車場

松江２丁目会館
階段下が駐輪場に

なっています

階  

段

自動車にご注意下さい
道路を横断する際は

申
告
会



～住宅ローン控除の拡充～

　令和元年 10月 1日から令和 2年 12 月 31 日
までの間に居住の用に供した場合の住宅ローン
控除に改正がありました。

　●消費税率 10%が適用される住宅取得等につ
いて、住宅ローン控除の控除期間を 3 年延長
( 改正前：10 年間⇒改正後：13年間 ) します。
　
　●11 年目以降の 3年間の各年において、以下
のいずれか少ない金額を税額控除します。
　　①建物購入価格の 2/3%
　　②住宅ローン年末残高の 1%

　

12
月
10
日(

火)

に
江
戸
川

北
税
務
署 

個
人
課
税
第
一
部
門 

斉
藤
明
久
統
括
官
を
お
迎
え

し
︑
勉
強
会
を
開
催
い
た
し
ま

し
た
︒

　

消
費
税
が
導
入
さ
れ
て
か
ら

現
在
に
至
る
ま
で
の
消
費
税
の

歴
史
に
つ
い
て
︑
そ
の
時
々
の
時

代
背
景
と
共
に
お
話
し
頂
き
ま

し
た
︒

　

消
費
税
は
そ
の
時
の
国
の
政

策
や
政
権
な
ど
の
世
相
が
大
き

く
反
映
し
て
い
る
と
い
う
事
を
︑

時
に
は
そ
の
時
代
の
流
行
語
な

ど
も
織
り
交
ぜ
な
が
ら
︑
親
し

み
の
あ
る
内
容
で
お
話
し
さ
れ
︑

参
加
者
の
方
々
も
そ
の
時
々
に

思
い
を
馳
せ
な
が
ら
耳
を
傾
け

て
い
ま
し
た
︒

女
性
部
だ
よ
り

勉
強
会
開
催

年
末
親
睦
会
を
楽
し
む

　

12
月
19
日(
木)

に
は
女
性

部
親
睦
会
を
開
催
し
︑
小
原
会

長
を
始
め
︑
副
会
長
の
皆
さ
ま

に
も
ご
出
席
頂
き
ま
し
た
︒
食

事
を
し
な
が
ら
歓
談
し
た
り
︑

カ
ラ
オ
ケ
を
し
た
り
と
楽
し
い

時
間
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
︒

本
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
︒

▲勉強会にて

▲お話する斉藤第一統括官

▲年末親睦会の参加者



◎：予約相談日
：３月６日 ( 金 ) 迄 ※予約がなくても相談はできます。

日 月 火 水 木 金 土

1月 22

27
◎ ◎ ◎

◎
28 29 30 31

休  館

休  館

◎

◎

休  館

休  館

◎

2月 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

◎

先着順 先着順 先着順 先着順

◎ ◎

休  館

休  館

休  館

◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎

◎

◎休  館

3 月

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16

◎ ◎ ◎

休  館

休  館休  館

提出のみ

日 月 火 水 木 金 土

日 月 火 水 木 金 土

◎ ◎

◎

◎

◎

◎

◎

休  館

23 24 25

26
◎

◎

AMのみ

29

1

先着順

休  館
17
休  館

先着順

AMのみ
先着順

AMのみ
先着順

AMのみ
先着順

AMのみ
先着順

※消費税のご相談は 3 月 31 日 ( 火 )までとなります。

令和元年分 決算サポート日程表
　令和元年 12 月 4日 ( 水 ) に臨時総会が行
われ、新会館の建設に伴い、正会員、準会
員の皆様には令和 2年 4月より会館建設会
費を負担していただくご承認を頂きました。
会館建設会費とは新会館建設にかかる全般
経費、借入返済費用等に充てていく会費で、
通常の会運営とは別に管理されるものと
なっております。また、会員の皆様には会
館をご利用いただくことによるサービスで
還元されていく会費となります。令和 2年
4月振替会費より下記のようにご変更させ
ていただきます。先の臨時総会の際に様々
なご意見等を頂戴いたしましたが、それを
踏まえ「会員の皆様にご利用しやすい青色
申告会」を運営してまいりますのでどうぞ
ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

旧会費 新会費会員種別

18,000 円 24,000 円正会員

12,000 円 18,000 円準会員

(月額 1,500 円） ( 月額 2,000 円）

( 月額 1,500 円）( 月額 1,000 円）

会館建設会費のお知らせ



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

６月にお送りした納付書により、３月２日（月）までにお納めください。 
 

＜ご利用になれる納付方法＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

●パソコンやスマートフォンから東京都主税局の専用 Web サイトにアクセスし画面に従って必要事   

事項を入力するだけです。http://www.tax.metro.tokyo.jp/common/web_kouzafurikae.html 

●依頼書への記入や銀行印の捺印は不要です。 

●２月１０日までに申込みいただくと、固定資産税・都市計画税第４期からの口座振替が可能です。 

※１１日以降に申込みいただいた場合、次年度からの振替となります。 

●振替日に口座振替され、納め忘れ防止につながります。 

 

 
 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※2019 年４月から、
Web でも申込みを
受け付けています。 

            ※一部、都税の取扱いをしていない金融機関があります。 

※  （ペイジーマーク）の入っている都税の納付書をお持ちの場合に

限ってご利用できます。 

※領収証書は発行されません（領収証書が必要な方は、金融機関等の窓

口またはコンビニエンスストアでご納付ください。）。 

※新規にインターネットバンキングやモバイルバンキングで納付する方は、事前に金融機関への利

用申込みが必要です。 

※システムの保守点検作業時には、一時的にご利用できない場合があります。詳しくは主税局ホー

ムページ（http://www.tax.metro.tokyo.jp/）「税金の支払い」をご覧ください。 

 

 

 窓口 

 

 

 

 

金融機関・郵便局・都税事務所・都税

支所・支庁の窓口 

口座 

振替 

※納付書１枚あたりの合計金額が 30 万円までのものに限ります。 

※一部、都税の取扱いをしていないコンビニエンスストアがあります。ご利用

になれるコンビニエンスストアについては、納付書の裏面をご確認ください。 

コン 

ビニ 

 クレジット

カード 

※インターネットの専用サイト（都税クレジットカードお支払サイト）にアクセスし、

クレジットカードにより納付することができます（税額に応じた決済手数料がかかり

ます。）。※詳しくは、「都税クレジットカードお支払サイト」をご覧ください。 
 

 A T M 

インターネット 
モ バ イ ル 

バンキング 

＜耐震化のための建替え＞ 

昭和57 年１月１日以前からある家屋を取り壊し、当該家屋

に代えて、令和２年 3 月 31 日までに、耐震化のために新

築された住宅のうち、一定の要件を満たすもの 

新築後新たに課税される年度から 3 年度分について居住

部分の固定資産税・都市計画税を全額減免(減免の対象と

なる戸数は、建替え前の家屋により異なります。) 

減免の期間と額 

昭和 57 年１月１日以前からある家屋で、令和２年 3 月 31

日までに、現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工

事を施したもの 

 

 

＜耐震化のための改修＞ 

改修工事完了日の翌年度分から一定期間、居住部分で１戸

あたり 120 ㎡の床面積相当分まで固定資産税・都市計画税

を耐震減額適用後全額減免 
 

減免の期間と額 

減免対象 減免対象 

減免を受けるには申請が必要です。建替えと耐震改修とでは減免申請期限が異なりますのでご注意ください。 

詳しくは、当該住宅が所在する区にある都税事務所へお問い合わせください。 

 

申請期限 
新築した年の翌々年の 2 月末 

（１月１日新築の場合は翌年の２月末） 

 

申請期限 
改修工事が完了した日から３ヶ月以内 

 

安心 便利 

都税クレジットカードお支払サイト 検索  

都税 Ｗｅｂ口座振替 検索 

簡単 

便利 

 安心 

簡単 

な 口座振替の申込みはＷｅｂで！ 

東京都江戸川都税事務所 電話 03（3654）2151（代） 


